
消費生活コラムvol.71

注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします

19 広報きやま 令和 8 年 2月号

携帯電話の契約は慎重に

★携帯電話の買い替えなどの際、不要なオプションを付けられていたといった相談が寄せられています。
★契約の際には、契約内容をよく確認し、よく分からない場合は契約しないようにしましょう。オプション等を勧
　められた際も、必要ない場合はきっぱり断りましょう。
★契約書もその場でよく確認し、不要な契約がないか、月々の支払額はいくらになるかなどを確認しましょう。
★不要なオプションを契約させられている場合は、すぐにショップに解約を申し出ましょう。困ったときはすぐに
　消費生活相談窓口等にご連絡ください。
（佐賀県消費生活センター ☎ 0952-24-0999、消費者ホットライン ☎ 188）
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▷

機種変更のために携帯電話ショップに出かけ、同系列のキャリアが提供する端末を熱心に勧められ契約した。その
後、契約書を確認したところ、断ったはずのオプションなどが付けられているうえ、セキュリティソフトも契約さ
せられていた。納得できない。（60歳代）

事
例▷

( 参考：独立行政法人国民生活センター　見守り新鮮情報第 529号）

犯罪・事件に巻き込まれないようご注意ください！
問住民課 くらしの安心・安全係　☎ 85-8171

　11月中に基山町内で起きた犯罪・事件の発生件数及び内容についてお知らせします。

番号 1は、店舗駐車場に駐車中の車両のドアガラスが割られたもの。
番号 2は、駅の駐輪場から自転車が盗まれたもの。自転車は無施錠。
番号 3は、夫婦喧嘩で夫が妻の頭を殴り怪我をさせたもの。
番号 4は、警察官をかたる詐欺で、調査費用名目で現金をだまし取られたもの。

番号 手口 発生場所 被害程度
1 器物損壊 宮浦 リアガラス 1枚

2 自転車盗 宮浦 自転車 1台

3 傷害 小倉 頭を殴打され、首等の痛み

4 詐欺 宮浦 現金約 160万円


